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第４次 たいわ男女共同参画推進プラン

１ 計画策定の趣旨
　平成11年６月に施行された男女共同参画社会
基本法に基づき、国では平成27年12月に第４次
男女共同参画基本計画を閣議決定しました。宮
城県においては、宮城県男女共同参画推進条例
の規定に基づき、平成29年３月に宮城県男女共
同参画基本計画（第３次）を策定し、男女共同
参画社会の実現に向け、施策を進めています。
　町では、平成17年４月に施行された「大和町
男女共同参画推進基本条例」や、平成27年３月
に策定した「第３次たいわ男女共同参画推進プ
ラン」に基づき、男女共同参画社会の実現に向
けた取組みを総合的かつ計画的に推進してきま
した。
　男女共同参画の取組みは少しずつ広まってき
ていますが、固定的な役割分担意識や性差に関
する偏見、社会制度・慣行等は根強く、依然と
して男女共同参画社会が実現しているとは言え
ない状況です。そのため、性別にかかわらず、
誰もが個性と能力を十分に発揮し、お互いを認
め合いながら活躍できる社会を目指し、男女共
同参画の理念及び推進の必要性を広く普及啓発
することが求められています。
　また、平成27年に女性活躍推進法が施行され
るなど、男女共同参画を取り巻く環境は変化し
ており、町としても現行プランの見直しが必要
となっています。このことから、大和町におけ
る男女共同参画をさらに推進するため、第４次
たいわ男女共同推進プランを策定します。

２ 計画の基本理念

３ 計画の基本目標
　この計画では男女共同参画を推進するための施
策を５つの分野に分け、分野ごとに基本目標を定
め、施策の方向を示しています。
 基本目標１　 男女共同参画に向けた意識改革
 基本目標２　 家庭生活における男女共同参画
 基本目標３　 学校教育における男女共同参画
 基本目標４　 職場における男女共同参画
 基本目標５　 地域における男女共同参画

４ 計画の期間
　令和２年度から令和５年度までの４年間としま
す。ただし、社会情勢の変動等に合わせ、必要に
応じて見直しを行います。

５ 計画の位置づけ
　この計画は、男女共同参画社会基本法及び大和
町男女共同参画推進基本条例に基づく基本的な計
画です。また、女性活躍推進法及び配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基
づく町の基本計画でもあります。

　大和町男女共同参画推進基本条例では、男女共
同参画を推進するに当たって基本となる理念を次
のように定めています。

　基本理念
◆男女の人権の尊重
◆性別による固定的な役割分担意識に基づく社会
　における制度又は慣行についての配慮
◆政策等の立案及び決定への共同参画
◆家庭生活における活動と他の活動の両立
◆国際協調
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第４次　たいわ男女共同参画推進プラン

計画の推進にあたって
　「大和町男女共同参画推進基本条例」で
は、町、町民、事業者がそれぞれの役割を
担い、協働して計画の推進に当たると定め
られています。この計画の推進に当たり、
町・町民・事業者はそれぞれ次の役割を担
い推進します。

　町民一人ひとりが、職
場、学校、地域、家庭その
他の社会のあらゆる分野に
おいて、積極的に男女共同
参画のまちづくりの推進に
努める。

　町が実施する男女共同参
画のまちづくりに向けた取
り組みについて、積極的に
協力する。

町 民 は…
　事業活動において、男女
共同参画のまちづくりの推
進に努める。

　町が実施する男女共同参
画のまちづくりに向けた取
り組みについて、積極的に
協力する。

事 業 者 は…町 は…
　男女共同参画のまちづく
りの促進に関する施策を総
合的に策定し、実施する。

　国や他の地方公共団体と
連携し、町民や事業者と協
働して男女共同参画に向け
た施策の推進をはかる。

計画推進期間／令和２年度～令和５年度

２宮城県大和町



※ことばの解説 ☞ P8

基本目標１　 男女共同参画に向けた意識改革

施策の方向 施策の項目

　意思決定過程への女性の参画は、男女共同参画社会（※１）の実現の
基礎となるものですが、未だ全国的に低水準となっており、固定的性
別役割分担意識（※２）が根強く残っている状況です。女性の参画促進
の重要性を再認識するため、情報提供や研修会の実施など、普及啓発
活動を行います。

１  審議会等委員の女性登用の推進
◇町の持続的成長を実現していくため、町の審議会等の女性委員
比率30％を目指し、意思決定過程への女性の参画を推進しま
す。

２  町役場での管理職等への女性登用の推進
◇町が直面する様々な課題に対して、解決を主導できる人材の層
を厚くすることが必要です。男女隔たりなくキャリア形成（※３・４）
を図る機会を確保し、女性職員の登用に努めます。

１  防災分野への女性参画の促進
◇防災分野への女性参画促進の重要性を再認識します。
◇防災に関する意思決定の場に女性が参画し、リーダーとして活
躍できるよう推進していきます。

意思決定過程への
女性の参画促進

防災及び復興計画
の策定など、意思
決定の場における
女性の参画の推進

１  男女共同参画に関する普及啓発事業の実施
◇関係機関と連携して、研修会を開催するなど、学習機会を提供
します。
◇町の広報紙、ホームページ、ＳＮＳなどによる普及啓発活動を
行います。

男女共同参画に
関する普及啓発活動

の充実
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施策の方向 施策の項目

基本目標２　 家庭生活における男女共同参画
　男女共同参画の推進の基礎は家庭であり、家庭内での相互理解及び
コミュニケーションを深めるとともに、人権を互いに尊重するという
意識づくりが大切です。互いに協力し合って家事等を行うことのでき
る環境の整備及び育児や介護を支えるための多様で質の高い社会的支
援体制の整備が求められています。
　また、ＤＶ（※５）や性犯罪・児童虐待などは、生命や身体を脅かす
犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、男女平等・男女共同
参画の視点に立った社会づくりを大きく阻害するものです。暴力を容
認しない社会環境の整備が必要です。

１  暴力・暴言を根絶し、発生を防ぐための意識啓発
◇ＤＶや性暴力・児童虐待などのあらゆる暴力・暴言を容認しな
いという社会的認識を育むため、啓発活動を行います。

２  関係機関と連携・協力による相談体制の充実
◇警察など関係機関と連携して、暴力の発生を防ぐための環境づ
くりを推進します。

１  互いに支え合う家庭生活に関する情報及び学習機会の提供
◇家事等の分担について、責任を担っていくことができるよう、
学習機会の提供や意識の啓発を行います。

男女が協力し、
責任を担っていく
ための意識啓発

１  育児及び介護支援体制の整備及び情報提供
◇育児不安や介護負担を抱えている方に手厚い支援が行き届くよ
う情報提供をします。
◇利用者のニーズを踏まえた保育及び介護サービス体制を整備・
充実させます。

育児及び介護に
関する社会的支援の

充実

配偶者等に対する
暴力・暴言の根絶

４宮城県大和町



※ことばの解説 ☞ P8

基本目標３　 学校教育における男女共同参画

施策の方向 施策の項目

　人間の意識及び価値観の形成の役割を果たす学校教育の場において、
人権尊重を基盤とした男女共同参画の意義の理解を促進していく必要
があります。また、社会情勢や労働環境の変化に対応し、適切な進路
又は職業を選択することができるような情報提供や意識啓発を推進し
ます。

１  人権及び男女共同参画に関する理解の促進
◇学校における人権及び男女共同参画教育の充実を図ります。
◇教職員、保護者等が男女共同参画に関する理解を深められるよ
う意識啓発などの取り組みを促進します。

男女共同参画に
関する理解の促進

１  キャリア教育（※６）の推進
◇児童・生徒が、性別にかかわらず、主体的に進路・職業を選択
する能力を身に付け、かつ、幅広い分野でその能力及び個性を
発揮できるよう、男女共同参画に関する情報の提供や支援を行
います。

キャリア形成を
支援する情報提供
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◇男女が共に働きやすい環境の整備及び保育・介護サービスなど
社会的支援体制の充実を促進します。

ワーク・ライフ・
バランスの推進

農業・自営業に
関わる女性の参画

促進

職場における
女性の参画の促進

１  仕事と家庭の両立に関する意識啓発
◇男性が育児や介護など各分野へ参画できるよう働き方を改革
し、ワーク・ライフ・バランスを推進させるための意識啓発を
進めます。

２  育児・介護休業制度の普及拡充及び制度を利用しやすい　  環境づくりの促進

施策の方向 施策の項目

基本目標４　 職場における男女共同参画
 人口減少や少子高齢化、ライフスタイルの多様化などにより、女性
の労働力がますます求められています。女性の職業生活における活躍
を進めるためには、職場全体でワーク・ライフ・バランス（※７）を推
進し、多様で柔軟な働き方のニーズに対応できるような環境整備が必
要です。

１  ポジティブ・アクション（女性の参画を促進する取り組
　  み）

（※８）の普及啓発
◇職場における男女の均等な機会及び待遇の確保を推進します。
◇女性が能力を十分に発揮できる職場環境が実現するよう、事業
者に対して働きかけます。

１  農業・自営業に関わる女性の参画支援
◇農業・自営業における女性の役割の重要性を認識し、女性の参
画を促進することで男女ともに働きやすい環境づくりを推進し
ます。

６宮城県大和町



基本目標５　 地域における男女共同参画

施策の方向 施策の項目

　年代・性別、障害の有無、性的指向（※９）と性自認（※10）、国籍等に
かかわらず、誰もが安心して住み続けることができる地域づくりのた
め、様々な地域の活動に積極的に参画し、ともに責任を担っていくよ
うな環境整備が求められています。町では、地域活動に積極的に参加
できるよう情報提供を行います。

１  地域活動へ参画促進のための情報提供
◇自治会や町内会、各種ボランティアなど様々な活動の場におい
て、誰もが参加できるよう、情報提供を行います。

２  様々な立場の人が地域活動へ参加できるような環境整備
◇性別、障害の有無、国籍等にかかわらず、様々な立場の人が地
域づくりに参画できるような環境づくりを推進します。

※ことばの解説 ☞ P8

地域活動における
男女共同参画の促進
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こ　と　ば　の　解　説

※１ 男女共同参画社会
　男女が、社会の対等な構成員として、自らの
意思によって社会のあらゆる分野における活動
に参画する機会が確保され、もって男女が均等
に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享
受することができ、かつ、ともに責任を担うべ
き社会。

※２ 固定的性別役割分担意識
　男女を問わず個人の能力等によって役割の分
担を決めることが適当であるにも関わらず、
「男は仕事、女は家庭」等のように、性別を理
由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。

※３ キャリア
　人が生涯の中で様々な役割を果たす過程で、
自らの役割の価値や自分と役割との関係を見出
していく連なりや積み重ね。

※４ キャリア形成
　自分自身で設定した目標にたどり着くために、
スキルを獲得したり、経験を積んだりすること。

※５ ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）
　配偶者やパートナーなど親密な関係にある、
またはあった者から振るわれる暴力。

※６ キャリア教育
　一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必
要な基盤となる能力や態度を育てることを通し
て、社会の中で自分の役割を果たしながら自分
らしい生き方の実現を促す教育。

※７ ワーク・ライフ・バランス
　「仕事と生活の調和」。仕事と仕事以外の生
活（育児、介護、趣味等）の両方を充実させる
働き方・生き方。

※８ ポジティブ・アクション
　　（積極的改善措置）

　様々な分野において、活動に参画する機会の
男女間の格差を改善するため、必要な範囲内に
おいて、男女のいずれか一方に対し、活動に参
画する機会を積極的に提供するもの。

※９ 性的指向
　人の恋愛感情や性的な関心がいずれの性別を
対象にするかを表すもの。（異性に向かう：異
性愛、同性に向かう：同性愛、男女両方に向か
う：両性愛）

※10 性自認
　自分がどの性別であるかの認識。

女性の職業生活の
推進に関する法律
（女性活躍推進法）

　自らの意思によって職業生活を
営み、又は営もうとする女性がそ
の個性と能力を十分に発揮して活
躍できるよう、豊かで活力ある社
会の実現を目的とした法律。

配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保
護等に関する法律　
（ＤＶ防止法）

　配偶者からの暴力に関する通
報、相談、保護、自立支援等の体
制を整備し、配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護を図ること
を目的とする法律。

男女共同参画
社会基本法

　男女共同参画社会を実現するた
めの５つの基本理念と、行政と国
民が果たすべき役割を定めた法
律。

８宮城県大和町



環境生活課に女性政策係設置
講演会：「変わる女・男・社会　～男女共生社会をめざして～」

「男女共同参画に関する意識調査」・「女性雇用に関する調査」の実施
講演会：「共に輝く新時代～女と男のパートナーシップ～」

講演会：「学ぶことは生きること～女性の自己開発について～」

男女共同参画推進プラン策定委員会設置
「男女共創・地域フォーラムin大和～女と男でともに創ろう新時代～」

講演会：「男と女　共育て・共働き」
（対象：吉岡・鶴巣・落合小・中学校とPTA）

「たいわ男女共同参画推進プラン」施行（～平成22年度）
女性模擬議会開催

講演会：「地域で取り組む男女共同参画」
（対象：もみじケ丘・小野地区住民）

ミュージカル公演：「～吹かせよう新しい風～今こそ女性がキラめく時」

「大和町男女共同参画推進基本条例」策定
講演会：「男プラス女イコール人　認めよう男と女の人権を」

「大和町男女共同参画推進基本条例」施行
講演会：野田淳子トーク&コンサート　講談師：宝井琴桜「女の土俵・男の土俵」

「男女共同参画推進」広報掲載・男性７人手記集
出前講座：第一パン・セレスティカ・東北計器・黒川高校・東北理工
　　　　　みやの森幼稚園・永楽会

大和町職員アンケート実施
「女性と仕事」広報掲載・女性７人手記集

フォーラム：くろかわ商工会　女性部・母親クラブ・ＪＡフレミズ・まとめの会

「たいわ男女共同参画推進プラン」（第２次）策定（～平成26年度）
出前講座：日進工具㈱　
ミニフォーラム：４ヶ所（宮床・鶴巣・落合・吉岡）

大和町のこれまでの取り組み

平成 ８年

平成 ９年

平成10年

平成11年

平成12年

平成13年

平成14年

平成15年

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

推　進　事　業　内　容実施年
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●女性の審議会等の登用率の推移

４ 月１日
10月１日
４ 月１日
10月１日
４ 月１日
10月１日

基  準  日 女性委員の割合
29.1（％）
29.8
29.6
29.7
30.1
26.0

平成26年

平成27年

平成28年

４ 月１日
10月１日
４ 月１日
10月１日
４ 月１日
10月１日

基  準  日 女性委員の割合
27.0（％）
27.7
25.2
26.5
24.1
27.0

平成29年

平成30年

講演会：「女性の活躍が企業を伸ばす～経営戦略としてのワーク・ライフ・バラン
ス～」

講演会：「災害・復興～女性の参画と視点を重視したネットワークづくりを～」へ
参加

「男女共同参画フォーラム」～共に築く明日のために～へ参加

ＤＶ被害者のための相談機関掲載カードの設置
（大和町役場、町内医療機関17施設、商業施設４施設）

男女共同参画啓発パンフレット配布（大和町役場、各保育所、児童館）

「たいわ男女共同参画推進プラン」（第３次）策定（～令和元年度）

講座：ワーク・ライフ・バランス講座「女性が健康で活躍するために」

男女共同参画事業：「てづくりアロマバスボム教室」

町内企業・農業協同組合・くろかわ商工会に取組事例アンケート実施
男女共同参画推進講座：「ＤＶと児童虐待～地域でできることとは～」

「たいわ男女共同参画推進プラン」（第４次）策定（～令和５年度）

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

推　進　事　業　内　容実施年

平成31年
（令和元年）

10宮城県大和町
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